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給
与
所
得
や
年
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稿
料
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収
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源
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控
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控
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け
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・
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金
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☆扶養控除の改正
　　平成８年１月２日以降に生まれた方（年齢が１６歳未満の方）に
対する扶養控除が廃止されました。これに伴い扶養控除の対象は、
平成８年１月１日以前に生まれた方（年齢が１６歳以上の方）とな
ります。
　　扶養控除の対象とならない扶養親族の方（平成８年１月２日以
降に生まれた年齢が１６歳未満の方）についても、その方が障害者
である場合には障害者控除は適用されます。
　　特定扶養親族の対象範囲が、扶養控除の対象のうち年齢が１９歳
以上２３歳未満の方（改正前は年齢が１６歳以上２３歳未満の方）にな
りました。

☆同居特別障害者に対する障害者控除の額の引き上げ
　　扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合
に、扶養控除または配偶者控除に３５万円を加算する措置が廃止さ
れました。
　　これに代えて同居特別障害者に対する障害者控除が７５万円（改
正前は４０万円）に引き上げられます。

◎　平成２３年分の所得税控除に適用される主な改正点

　医療費控除として所得から差し引かれる金額は、平
成２３年中に実際に支払った医療費から保険などで補て
んされる額を引き、残った金額から１０万円または合計
所得金額の５パーセントのいずれか低い額を差し引い
た残りの金額です。
　計算式は、次のとおりです。

控除額（最高額２００万円）
　＝（支払った医療費－保険などで補てんされる額）

－１０万円または合計所得金額の５パーセントのい
ずれか低い額

次のような費用は医療費控除の対象になりません

・医師などに対する謝礼
・健康診断や美容整形の費用
・疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品
の購入費

・親族に支払う療養上の世話の費用
・治療を受けるのに直接必要としない近視や遠視の眼
鏡の購入費

・通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため
実家へ帰るときの交通費

・症状からみて急を要しない場合のタクシー代

◎　医療費控除の注意事項


